
○ すすきの地区における営業時間短縮等に関する要請に応じる事業者

への協力支援金を追加

１　歳入歳出予算補正額

すすきの地区感染防止対策協力支援金支給費 880,000千円

・対象地域　すすきの地区（南3条～南8条、西2丁目～西6丁目）

・対象施設（約4,000事業者）
　①接待を伴う飲食店（キャバレー、ホストクラブなど）
　②酒類の提供を行う飲食店（バー、ナイトクラブなど）
　③酒類の提供を行うカラオケ店
　④酒類の提供を行う料理店・食堂等（居酒屋、ラーメン店、そば屋など）

・要請内容（11月7日（土）～11月27日（金））
　営業時間は５時から22時まで（①、②）
　酒類提供時間は５時から22時まで（③、④）

・協力支援金
　1事業者あたり20万円
　※11月11日（水）から11月27日（金）までの全ての期間に要請に応じた事業者

【財源内訳】
  道支出金 440,000千円
  繰入金（財政調整基金） 440,000千円

令和２年（2020年）11月７日

札　　　　 幌　　　　市

令和２年度補正予算(専決処分）の概要

880,000千円

　北海道は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染防止対策を短期的かつ集中的に展
開するため、すすきの地区を対象とした営業時間短縮等の協力要請を実施した。
　要請に応じる事業者に対して支給する感染防止対策への協力支援金の支給に当たり、予算の追加
が必要となったが、早急に執行する必要があるため、地方自治法第１７９条の第１項の規定（特に
緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき）に基づき、
補正予算の市長専決処分を行った。

すすきの地区における営業時間短縮等に関する要請に応じる事業者への協力支援金を追加

（問い合わせ先）

経済観光局 観光・ＭＩＣＥ推進部 観光・ＭＩＣＥ推進課
和田・村上

TEL 011-211-2376

財政局 財政部 財政課
白石（しらいし）・岬

TEL 011-211-2212
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２　各会計予算の現況（令和２年度予算）

（単位：千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

1,388,553,463 880,000 1,389,433,463

特 別 会 計 土 地 区 画 整 理 363,000 0 363,000

駐 車 場 172,000 0 172,000

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 貸 付

184,000 0 184,000

国 民 健 康 保 険 184,585,000 0 184,585,000

後 期 高 齢 者 医 療 27,754,000 0 27,754,000

介 護 保 険 157,092,000 0 157,092,000

基 金 2,287,000 0 2,287,000

計 372,437,000 0 372,437,000

企 業 会 計 病 院 事 業 30,171,000 0 30,171,000

中 央 卸 売 市 場 事 業 4,133,000 0 4,133,000

軌 道 整 備 事 業 3,725,000 0 3,725,000

高 速 電 車 事 業 82,396,245 0 82,396,245

水 道 事 業 63,119,000 0 63,119,000

下 水 道 事 業 91,554,684 0 91,554,684

計 275,098,929 0 275,098,929

2,036,089,392 880,000 2,036,969,392

387,119,351 0 387,119,351

会 計 名

一 般 会 計

合 計

公 債 会 計

※　「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含みます。
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